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≪大阪地方裁判所≫
損害賠償請求事件

（差込み式管継手事件）［上］（全２回）

−平成26年（ワ）第8137号、平成28年６月23日判決言渡−

事件の骨組

　侵害訴訟事件で、本件特許の請求項１に係る発明（本件発明）は進歩性を欠き特許無効審判により無効
にされるべきものであるとし、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについて判断すること
なく、原告の３億6300万円（損害金３億3000万円、弁護士費用相当額3300万円）の損害賠償請求が棄却さ
れた事例である。
　本件特許に対して、本件侵害訴訟に先立って、訂正審判（訂正2014－390054）が請求され、請求項１、
請求項３、及び明細書【0005】の訂正が認められている。その訂正の適否の判断に際して、請求項１につ



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年３月13日（月曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2
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